
NO. 質問 回答

1

全般・調査業務

調査対象の網羅性

・法対象事業の進捗調査（週1回）において、巡回対象となるサイト

は具体的にいくつありますか？

都道府県及び環境影響評価法第10条第4項の政令で定める市（合計

69団体）、関係省庁（環境省・経済産業省・国土交通省）並びに事

業者のウェブサイトを参照することを想定していますが、事業者の数

をお示しすることはできません。なお、設定したキーワード（「環

境影響評価」等）に該当するウェブサイトを自動抽出する等のツー

ルの使用は可能です。

2

全般・調査業務

調査対象の網羅性

・「地方公共団体（計69団体）」への調査は、各団体のHPを閲覧す

るのみで完結しますか、それとも各担当者へ電話やメールでのヒアリ

ングが発生しますか？

必要な情報を得るためのアンケート調査を実施（原則年１回）し、

各自治体からの回答の集約、整理を行うことを想定しています。回

答内容に疑義がある等の場合には、請負者から該当自治体に電話又

はメールでの確認作業が発生します。

3

全般・調査業務

コミュニケーションの範囲:

・事業者への公開許諾依頼（年間約140件）は、環境省名義の書類発

送や電話連絡を請負者が代行する形式ですか、それとも環境省が窓口

となりますか？

原則として請負者から事業者に連絡していただきます。

4

全般・調査業務

システム環境:

・コンテンツ更新に用いるCMS（管理画面）は導入されています

か？それともHTML/CSSを直接編集してサーバーへアップロードす

る形式ですか？

事例情報、縦覧期間終了後の環境影響評価図書情報、資料情報、検

討会情報の登録・更新等を行うCMSを使用した管理ツールがござい

ます。ただし、「環境アセスメント制度」のページ等、一部のコン

テンツの登録・更新は管理ツールで対応していません。

5

全般・調査業務

専門知識のレベル:

・「環境影響評価図書（配慮書・評価書等）」から概要情報を抽出す

る際、専門的な調査項目や評価手法などを正しく理解し、要約する能

力はどの程度求められますか？

必要な能力について定量的にお示しすることは困難ですが、概要情

報を適切に抽出いただくことを業務として求めています。

6

配慮書・評価書の概要情報整理（ダンボール12箱）

アナログ作業の実態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

「ダンボール12箱程度」の資料送受信が発生するとのことですが、こ

れは事業者から提出された「紙の図書」をそのまま読み解き、20項

目程度のデータを手入力（データエントリー）する作業という理解で

相違ないでしょうか？

お見込みのとおりです。

7

配慮書・評価書の概要情報整理（ダンボール12箱）

デジタル化の制約

・この工程をフォーム化・電子化できていないのは、事業者側のIT環

境の制約、あるいは法的な原本性の担保（公印の有無等）が理由で

しょうか？

事業者が環境省に電子データを送付する義務を負っていないためで

す。

8

配慮書・評価書の概要情報整理（ダンボール12箱）

作業場所の制約

・作業特性を鑑みると短期間に作業量が増えることが想定できます。

資料（特に紙）を自社に持ち帰って作業することは可能ですか、それ

とも環境省内での閲覧・作業に限定されますか？

環境省内で作業いただくことは想定しておらず、自社内で作業いた

だくことで支障ありません。

　　質問回答



9

マニュアルおよび業務報告書

マニュアルの更新頻度

・前年度マニュアル（84頁程度）からの変更点は、主に「操作手順の

キャプチャ差し替え」程度ですか、それとも運用フロー自体の根本的

な書き換えが含まれますか？

契約期間内に変更となった運用があれば、変更の内容に応じて、大

幅な修正や追記等をしていただく必要がございます。

10

マニュアルおよび業務報告書

報告書の詳細度

・業務報告書（100頁程度）において、単なる数値報告（件数等）以

外に、調査結果の分析や制度上の課題提案などはどの程度詳しく記載

する必要がありますか？

定量的にお示しすることは困難ですが、環境影響評価情報支援ネッ

トワークの運用上の課題については、課題解決のための提案があれ

ば可能な限り詳細かつ具体的に記載いただきたいと考えています。

11

マニュアルおよび業務報告書

サンプル閲覧の可否

・マニュアルおよび業務報告書のサンプルを閲覧することは可能で

しょうか？

仕様書３．（１）に記載のとおり、「環境影響評価情報支援ネット

ワーク運用マニュアル」は契約締結後に請負者に提供いたします。

過年度の業務報告書も同様です。

また、仕様書８．（５）に記載のとおり、入札参加希望者は過年度

業務に係る資料を環境省内で閲覧可能です。詳細は仕様書をご確認

願います。

12

マニュアルおよび業務報告書

サンプル閲覧の可否

・運用イメージをとらえたいので、更新に手間がかかりそうな数ペー

ジでかまいません。

仕様書３．（１）に記載のとおり、「環境影響評価情報支援ネット

ワーク運用マニュアル」は契約締結後に請負者に提供いたします。

過年度の業務報告書も同様です。

また、仕様書８．（５）に記載のとおり、入札参加希望者は過年度

業務に係る資料を環境省内で閲覧可能です。詳細は仕様書をご確認

願います。


